
○習 志野 市 建 築 関係 手数 料 条 例  

別表 （第 ２ 条） 抜粋  

項  種 類  区 分  単 位  金額  

１  確 認 申 請 又 は

計 画 通 知 手 数

料  

建 築 基 準 法

（ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 ２

０ １ 号 。 以

下 「 法 」 と

い う 。 ） 第

６ 条 第 １ 項

（ 法 第 ８ ７

条 第 １ 項 に

お い て 準 用

す る 場 合 を

含 む 。 ） の

規 定 に よ る

確 認 の 申 請

又 は 法 第 １

８ 条 第 ２ 項

（ 法 第 ８ ７

条 第 １ 項 に

お い て 準 用

す る 場 合 を

含 む 。 ） の

規 定 に よ る

計 画 の 通 知

に 対 す る 審

査  

法 第 ６ 条の

４ 第 １ 項各

号 に 掲 げる

建 築 物 （建

築 基 準 法施

行 令 （ 昭和

２ ５ 年 政令

第 ３ ３ ８

号 。以 下「政

令 」 と い

う 。 ） 第１

０ 条 第 １項

第 ２ 号 に掲

げ る 建 築物

を 除 く 。以

下 「 確 認特

例 建 築 物」

と い う 。）

の場 合  

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

トル 以 内 の も の  

１ 件 に

つき  

１５ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え ２ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内 の も の  

１ 件 に

つき  

２８ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る も

の  

１ 件 に

つき  

３６ ， ０ ０

０円

確 認 特 例建

築 物 以 外の

建 築 物 にお

い て 法 第８

７ 条 の ４の

昇 降 機 に係

る 部 分 が含

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

トル 以 内 の も の  

１ 件 に

つき  

２０ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が

１ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え ２ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

１ 件 に

つき  

３５ ， ０ ０

０円



ま れ な い場

合  

以内 の も の  

床 面 積 の 合 計 が

２ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル を 超 え ３ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内 の も の  

１ 件 に

つき  

４５ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が

３ ０ ０ 平 方 メ ー

トル を 超 え １ ，０

０ ０ 平 方 メ ー ト

ル以 内 の も の  

１ 件 に

つき  

７３ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が

１，００ ０ 平 方 メ

ート ル を 超 え ２ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー

トル 以 内 の も の  

１ 件 に

つき  

１０ ４ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合 計 が

２，００ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超 え １

０，００ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

２９ １ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合 計 が

１０ ，０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超 え

５０ ，０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの  

１ 件 に

つき  

４２ ６ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合 計 が １ 件 に ８ ３ ０ ， ０



５０ ，０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超 え

るも の  

つき  ００ 円

確 認 特 例建

築 物 以 外の

建 築 物 にお

い て 法 第８

７ 条 の ４の

昇 降 機 に係

る 部 分 が含

まれ る場 合  

確 認 特 例 建 築 物 以 外 の 建 築 物 に お い

て 法 第 ８ ７ 条 の ４ の 昇 降 機 に 係 る 部

分 が 含 ま れ な い 場 合 の 区 分 に 定 め る

額に 、法 第 ８ ７ 条の ４ に お いて 準 用す

る 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確 認

の 申 請 又 は 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 計 画 の 通 知 に 対 す る 審 査 の 区

分に 応 じ 、そ れ ぞれ 金 額 の 欄に 定 める

額を 加 算 し た 額  

（摘 要）  

１  建 築 物 を建 築 す る 場 合（ 摘 要の ２ に規 定 す る場 合 及 び 移

転す る場 合 を 除 く。）の 床面 積の 合 計 は 、当 該建 築 に 係 る

部分 の床 面 積 に つい て算 定 す る 。  

２  確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 を 変 更 し て 建 築

物を 建築 す る 場 合（ 移 転 す る 場 合を 除 く 。）の 床 面積 の 合

計は 、当該 計 画 の 変 更 に 係る 部 分 の 床面 積 の 合計 の ２ 分 の

１（ 床 面 積 を 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 、当 該 増加 す る部 分

の床 面積 ） に つ いて 算定 す る 。  

３  建 築 物 を移 転 し 、そ の 大規 模 の 修 繕若 し く は大 規 模 の 模

様替 をし 、又 は そ の 用 途 を 変 更 する 場 合（ 摘 要の ４ に 規 定

する 場合 を 除 く 。） の床 面 積 の 合計 は 、 当 該 移 転 、 修 繕、

模 様 替 又 は 用 途 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １ に

つい て算 定 す る 。  

４  確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 を 変 更 し て 建 築

物を 移転 し、そ の 大 規 模 の 修 繕 若 し くは 大 規 模の 模 様 替 を

し、又 は そ の 用 途 を 変 更 す る 場 合 の 床 面 積 の 合計 は 、当 該



計 画 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １ に つ い て 算 定

する 。  

５  建 築 物 のエ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律（ 平

成２ ７年 法 律 第 ５３ 号。以 下「建 築物 省 エ ネ 法 」と い う 。）

第１ １条 第 １ 項 ただ し書 の 適 用 を受 け る 場 合（ 建築 物 の エ

ネル ギー 消 費 性 能の 向上 等 に 関 する 法 律 施 行 規 則（ 平 成 ２

８年 国土 交 通 省 令第 ５号 ）第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号に 該 当 す る

場合 に限 る。）の 確 認 申 請手 数 料の 額 は 、こ の項 に 定 め る

額に 、第 ９ １ 項 で定 める 手 数 料 額を 加 算 し た 額 と す る 。  

法 第 ８ ７ 条

の ４ に お い

て 準 用 す る

法 第 ６ 条 第

１ 項 の 規 定

に よ る 確 認

の 申 請 又 は

法 第 １ ８ 条

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 計

画 の 通 知 に

対す る審 査  

建 築 設 備を

設 置 す る場

合 （ 確 認済

証 の 交 付を

受 け た 建築

設 備 の 計画

を 変 更 して

建 築 設 備を

設 置 す る場

合を 除く 。）

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備  

１ 基 に

つき  

２３ ， ０ ０

０円

小 荷 物 専 用 昇 降

機  

１ 基 に

つき  

９， ０ ０ ０

円

確 認 済 証の

交 付 を 受け

た 建 築 設備

の 計 画 を変

更 し て 建築

設 備 を 設置

する 場合  

小 荷 物 専 用 昇 降

機 以 外 の 建 築 設

備  

１ 基 に

つき  

１１ ， ０ ０

０円

小 荷 物 専 用 昇 降

機  

１ 基 に

つき  

７， ０ ０ ０

円

法 第 ８ ８ 条

第 １ 項 又 は

第 ２ 項 に お

工作 物を 築 造す る場 合（ 確 認

済 証 の 交 付 を 受 け た 工 作 物

の 計 画 を 変 更 し て 工 作 物 を

１ 基 に

つき  

２１ ， ０ ０

０円



い て 準 用 す

る 法 第 ６ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 確

認 の 申 請 又

は 法 第 １ ８

条 第 ２ 項 の

規 定 に よ る

計 画 の 通 知

に 対 す る 審

査  

築造 する 場 合を 除く 。 ）  

確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 工

作 物 の 計 画 を 変 更 し て 工 作

物を 築造 す る場 合  

１ 基 に

つき  

９， ０ ０ ０

円

２  完 了 検 査 申 請

又 は 工 事 完 了

通知 手数 料  

法 第 ７ 条 第

１ 項 の 規 定

に よ る 完 了

検 査 の 申 請

又 は 法 第 １

８ 条 第 ２ ０

項 の 規 定 に

よ る 工 事 完

了 の 通 知 に

対す る検 査  

法 第 ７

条 の ３

第 １ 項

の 特 定

工 程 に

係 る 建

築 物 以

外 の 建

築 物 の

場合  

確 認 特

例 建 築

物 の 場

合  

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

２１ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

３０ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

１ 件 に

つき  

４２ ， ０ ０

０円

確 認 特 床 面 積 の 合 １ 件 に ２ ８ ，０ ０



例 建 築

物 以 外

の 建 築

物 に お

い て 法

第 ８ ７

条 の ４

の 昇 降

機 に 係

る 部 分

が 含 ま

れ な い

場合  

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

つき  ０円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

３８ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

５４ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

１ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

８８ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が １ ， ０

０ ０ 平 方 メ

１ 件 に

つき  

１１ ３ ， ０

００ 円



ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

床 面 積 の 合

計 が ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え １ ０ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

１９ ９ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超 え ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内 の もの  

１ 件 に

つき  

３１ ５ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合

計 が ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超 え るも の  

１ 件 に

つき  

６３ ２ ， ０

００ 円

確 認 特

例 建 築

物 以 外

確 認 特 例 建 築 物 以 外 の 建 築 物 に

お い て 法 第 ８ ７ 条 の ４ の 昇 降 機

に 係 る 部 分 が 含 ま れ な い 場 合 の



の 建 築

物 に お

い て 法

第 ８ ７

条 の ４

の 昇 降

機 に 係

る 部 分

が 含 ま

れ る 場

合  

区 分 に 定 め る 額 に 、 法 第 ８ ７ 条

の ４ に お い て 準 用 す る 法 第 ７ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 完 了 検 査 の

申 請 又 は 法 第 １ ８ 条 第 ２ ０ 項 の

規 定 に よ る 工 事 完 了 の 通 知 に 対

す る 検 査 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 金 額 の 欄 に 定 め る 額 を 加 算 し

た 額  

法 第 ７

条 の ３

第 １ 項

の 特 定

工 程 に

係 る 建

築 物 の

場合  

確 認 特

例 建 築

物 の 場

合  

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

１９ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

２７ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

１ 件 に

つき  

３９ ， ０ ０

０円

確 認 特 床 面 積 の 合 １ 件 に ２ ５ ，０ ０



例 建 築

物 以 外

の 建 築

物 に お

い て 法

第 ８ ７

条 の ４

の 昇 降

機 に 係

る 部 分

が 含 ま

れ な い

場合  

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

つき  ０円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

３５ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

５１ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

１ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

８５ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が １ ， ０

０ ０ 平 方 メ

１ 件 に

つき  

１０ ６ ， ０

００ 円



ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

床 面 積 の 合

計 が ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え １ ０ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ 件 に

つき  

１８ ２ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超 え ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

内 の もの  

１ 件 に

つき  

２９ ９ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合

計 が ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を

超 え るも の  

１ 件 に

つき  

６１ ５ ， ０

００ 円

確 認 特 例 建 築 物 以

外 の 建 築 物 に お い

て 法 第 ８ ７ 条 の ４

確 認 特 例 建 築 物 以

外 の 建 築 物 に お い

て 法 第 ８ ７ 条 の ４



の 昇 降 機 に 係 る 部

分が 含ま れ る 場 合  

の 昇 降 機 に 係 る 部

分 が 含 ま れ な い 場

合 の 区 分 に 定 め る

額に 、法 第 ８ ７ 条 の

４ に お い て 準 用 す

る 法 第 ７ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 完 了

検 査 の 申 請 又 は 法

第 １ ８ 条 第 ２ ０ 項

の 規 定 に よ る 工 事

完 了 の 通 知 に 対 す

る 検 査 の 区 分 に 応

じ、 そ れ ぞ れ 金 額 の

欄 に 定 め る 額 を 加

算し た 額  

（摘 要）  

１  建 築 物 を建 築 し た 場 合（ 移 転 し た 場 合 を 除く 。）の 床 面

積の 合計 は、当 該 建 築 に 係 る 部 分 の 床面 積 に つい て 算 定 す

る。  

２  建 築 物 を移 転 し 、又 は その 大 規 模 の修 繕 若 しく は 大 規 模

の模 様替 を し た 場合 の床 面 積 の 合計 は 、当該 移 転 、修 繕 又

は 模 様 替 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １ に つ い て 算 定 す

る。  

法 第 ８ ７ 条 の ４ に

お い て 準 用 す る 法

第 ７ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 申 請 に 対

す る 完 了 検 査 の 申

請 又 は 法 第 １ ８ 条

小 荷 物 専 用 昇 降 機

以外 の建 築 設 備  

１ 基 に

つき  

３６ ， ０ ０

０円

小荷 物専 用 昇 降 機  １ 基 に

つき  

１９ ， ０ ０

０円



第 ２ ０ 項 の 規 定 に

よ る 工 事 完 了 の 通

知に 対す る 検査  

法 第 ８ ８ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る

完 了 検 査 の 申 請 又 は 法 第 １ ８ 条 第 ２ ０

項 の 規 定 に よ る 工 事 完 了 の 通 知 に 対 す

る審 査  

１ 基 に

つき  

２２ ， ０ ０

０円

３  中 間 検 査 申 請

又 は 特 定 工 程

工 事 終 了 通 知

手数 料  

法 第 ７ 条 の ３

第 １ 項 の 規 定

に よ る 中 間 検

査 の 申 請 又 は

法 第 １ ８ 条 第

２ ８ 項 の 規 定

に よ る 特 定 工

程 の 工 事 終 了

の 通 知 に 対 す

る検 査  

確 認 特

例 建 築

物 の 場

合  

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内

のも の  

１ 件 に

つき  

１９ ， ０ ０

０円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え ２ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

２４ ， ０ ０

０円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

える も の  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

確 認 特

例 建 築

物 以 外

の 建 築

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内

１ 件 に

つき  

２５ ， ０ ０

０円



物 の 場

合  

のも の  

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え ２ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

３１ ， ０ ０

０円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え ３ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も

の  

１ 件 に

つき  

４１ ， ０ ０

０円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合 計 が ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超

え１ ，０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 内 の

もの  

１ 件 に

つき  

５８ ， ０ ０

０円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合計 が １ ，０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル を

超え ２ ，０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内

のも の  

１ 件 に

つき  

７９ ， ０ ０

０円



中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合計 が ２ ，０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル を

超え １ ０ ，０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル 以

内の も の  

１ 件 に

つき  

１６ ５ ， ０

００ 円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合計 が １ ０ ，０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

を超 え ５ ０ ，０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

以内 の も の  

１ 件 に

つき  

２６ ７ ， ０

００ 円

中 間 検 査 を 行 う

部 分 の 床 面 積 の

合計 が ５ ０ ，０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル

を超 え る も の  

１ 件 に

つき  

５５ ９ ， ０

００ 円

４  検 査 済 証 の 交

付 を 受 け る 前

に お け る 特 定

行 政 庁 に 対 す

る 建 築 物 等 の

仮 使 用 認 定 申

請手 数料  

法 第 ７ 条 の ６ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 １ ８

条第 ３８ 項 第１ 号（ 法 第８ ７ 条 の ４ 又 は

第 ８ ８ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 に お い

て準 用す る 場合 を含 む 。）の 規 定 に よ る

仮使 用の 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円

５  検 査 済 証 の 交

付 を 受 け る 前

に お け る 建 築

法 第 ７ 条 の ６ 第 １ 項 第 ２ 号 又 は 第 １ ８

条第 ３８ 項 第２ 号（ 法 第８ ７ 条 の ４ 又 は

第 ８ ８ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 に お い

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円



主 事 に 対 す る

建 築 物 等 の 仮

使 用 認 定 申 請

手数 料  

て準 用す る 場合 を含 む 。）の 規 定 に よ る

仮使 用の 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

６  道 路 位 置 指 定

等申 請手 数 料  

法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ る

道 路 の 位 置 の 指 定 又 は 同 項 第 ２ 号 若 し

く は 第 ５ 号 に 規 定 す る 道 路 の 変 更 若 し

くは 廃止 の 申請 に対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

５０ ， ０ ０

０円

７  建 築 物 の 敷 地

と 道 路 と の 関

係 の 建 築 認 定

申請 手数 料  

法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る

建築 の認 定 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

８  建 築 物 の 敷 地

と 道 路 と の 関

係 の 建 築 許 可

申請 手数 料  

法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建築 の許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

６６ ， ０ ０

０円

９  公 衆 便 所 等 の

道 路 内 に お け

る 建 築 許 可 申

請手 数料  

法 第 ４ ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建築 の許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

４０ ， ０ ０

０円

１０  道 路 内 に お け

る 建 築 認 定 申

請手 数料  

法 第 ４ ４ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る

建築 の認 定 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

１１  公 共 用 歩 廊 等

の 道 路 内 に お

け る 建 築 許 可

申請 手数 料  

法 第 ４ ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ る

建築 の許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

１２  壁 面 線 外 に お

け る 建 築 許 可

法 第 ４ ７ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 建 築

の許 可の 申 請に 対す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円



申請 手数 料  

１３  用 途 地 域 に お

け る 建 築 等 許

可申 請手 数 料  

法第 ４８ 条 第１ 項た だ し 書 、第 ２ 項 た だ

し書 、第３ 項 た だ し書 、第 ４ 項 た だ し 書 、

第５ 項た だ し書 、第 ６項 た だ し 書 、第 ７

項た だし 書 、第８ 項 ただ し書 、第 ９項 た

だし 書、第１ ０項 た だし 書、第１ １ 項 た

だし 書、第１ ２項 た だし 書、第１ ３ 項 た

だし 書又 は 第１ ４項 た だ し 書（ 法 第 ８ ７

条 第 ２ 項 若 し く は 第 ３ 項 又 は 第 ８ ８ 条

第２ 項に お いて 準用 す る 場 合 を 含む 。 ）

の 規 定 に よ る 建 築 等 の 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

２１ ６ ， ０

００ 円

（摘 要）  

１  法 第 ４ ８ 条 第 １ ６ 項 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 の 手

数料 の額 は 、 １ ４４ ，０ ０ ０ 円 とす る 。  

２  法 第 ４ ８ 条 第 １ ６ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 の 手

数料 の額 は 、 １ ６９ ，０ ０ ０ 円 とす る 。  

１４  特 殊 建 築 物 等

敷 地 許 可 申 請

手数 料  

法第 ５１ 条 ただ し書（ 法第 ８ ７ 条 第 ２ 項

若 し く は 第 ３ 項 又 は 第 ８ ８ 条 第 ２ 項 に

おい て準 用 する 場合 を 含 む 。）の 規 定 に

よ る 特 殊 建 築 物 等 の 敷 地 の 位 置 の 許 可

の申 請に 対 する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

１５  建 築 物 の 延 べ

面 積 の 特 例 認

定申 請手 数 料  

法 第 ５ ２ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 容 積 率 に 関 す る 特 例 の 認 定 の

申請 に対 す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

１６  建 築 物 の 容 積

率 の 特 例 許 可

申請 手数 料  

法第 ５２ 条 第１ ０項 、第１ １ 項 又 は 第 １

４ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 の 容 積 率 に 関

する 特例 の 許可 の申 請 に 対 す る 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

１７  建 築 物 の 建 蔽 法 第 ５ ３ 条 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 の 規 定 に １ 件 に ４ ０ ， ０ ０



率 の 特 例 許 可

申請 手数 料  

よ る 建 築 物 の 建 蔽 率 に 関 す る 特 例 の 許

可の 申請 に 対す る審 査  

つき  ０円

１８  建 築 物 の 建 蔽

率 に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 係 る 許 可 申

請手 数料  

法 第 ５ ３ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 建 蔽 率 に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外に 係る 許 可の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

４０ ， ０ ０

０円

１９  建 築 物 の 敷 地

面 積 の 許 可 申

請手 数料  

法 第 ５ ３ 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 又 は 第 ４

号 の 規 定 に よ る 建 築 物 の 敷 地 面 積 の 許

可の 申請 に 対す る審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２０  建 築 物 の 高 さ

の 特 例 認 定 申

請手 数料  

法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 特 例 の 認 定 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

２１  建 築 物 の 高 さ

の 特 例 許 可 申

請手 数料  

法 第 ５ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２２  建 築 物 の 高 さ

に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に

係 る 許 可 申 請

手数 料  

法 第 ５ ５ 条 第 ４ 項 各 号 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に

係る 許可 の 申請 に対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２３  ２ 以 上 の 道 路

に 面 す る 場 合

の 建 築 物 の 高

さ に 関 す る 制

限 の 適 用 の 緩

和 に 係 る 認 定

申請 手数 料  

法 第 ５ ６ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 の 緩 和 に 係

る認 定の 申 請に 対す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

２４  日 影 に よ る 建 法 第 ５ ６ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 １ 件 に １ ９ ２ ， ０



築 物 の 高 さ の

特 例 許 可 申 請

手数 料  

に よ る 建 築 物 の 高 さ の 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

つき  ００ 円

２５  高 架 の 工 作 物

内 に 設 け る 建

築 物 の 高 さ に

関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係

る 認 定 申 請 手

数料  

法 第 ５ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る

認定 の申 請 に対 する 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

２６  高 度 地 区 に お

け る 建 築 物 の

高 さ の 特 例 許

可申 請手 数 料  

法 第 ５ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 高 さ に 関 す る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２７  高 度 利 用 地 区

に お け る 建 築

物の 容積 率、建

蔽率 、建 築面 積

又 は 壁 面 の 位

置 の 特 例 許 可

申請 手数 料  

法 第 ５ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る

建築 物の 容 積率 、建 蔽率 、建 築面 積 又 は

壁 面 の 位 置 に 関 す る 特 例 の 許 可 の 申 請

に対 する 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２８  高 度 利 用 地 区

に お け る 建 築

物 の 各 部 分 の

高 さ に 関 す る

制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 許 可

申請 手数 料  

法 第 ５ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物

の 各 部 分 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外に 係る 許 可の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

２９  敷 地 内 に 広 い 法 第 ５ ９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 建 １ 件 に １ ９ ２ ， ０



空 地 を 有 す る

建 築 物 の 容 積

率 又 は 各 部 分

の 高 さ の 特 例

許 可 申 請 手 数

料  

築 物 の 容 積 率 又 は 各 部 分 の 高 さ に 関 す

る特 例の 許 可の 申請 に 対 す る 審 査  

つき  ００ 円

３０  都 市 再 生 特 別

地 区 に お け る

建 築 物 の 容 積

率、建蔽 率、建

築 面 積 又 は 高

さ の 特 例 許 可

申請 手数 料  

法 第 ６ ０ 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に

よる 建築 物 の容 積率 、建 蔽 率 、建 築 面 積

又 は 高 さ の 特 例 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３１  特 定 用 途 誘 導

地 区 に お け る

建 築 物 の 高 さ

の 特 例 許 可 申

請手 数料  

法 第 ６ ０ 条 の ３ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定

に よ る 建 築 物 の 高 さ の 特 例 に 係 る 許 可

の申 請に 対 する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３２  特 定 防 災 街 区

整 備 地 区 に お

け る 建 築 物 の

敷 地 面 積 の 最

低 限 度 に 関 す

る 特 例 許 可 申

請手 数料  

法 第 ６ ７ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 に 関 す る

特例 の許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３３  特 定 防 災 街 区

整 備 地 区 に お

け る 建 築 物 の

壁 面 の 位 置 に

法 第 ６ ７ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 壁 面 の 位 置 に 関 す る 特 例 の 許

可の 申請 に 対す る審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円



関 す る 特 例 許

可申 請手 数 料  

３４  特 定 防 災 街 区

整 備 地 区 に お

け る 建 築 物 の

防 災 都 市 計 画

施 設 に 係 る 間

口 率 及 び 高 さ

に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に

係 る 許 可 申 請

手数 料  

法 第 ６ ７ 条 第 ９ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 防 災 都 市 計 画 施 設 に 係 る 間 口

率 及 び 高 さ に 関 す る 制 限 等 の 適 用 除 外

に係 る許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３５  景 観 地 区 に お

け る 建 築 物 の

高 さ に 関 す る

特 例 許 可 申 請

手数 料  

法 第 ６ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 高 さ に 関 す る 特 例 の 許 可 の 申

請に 対す る 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３６  景 観 地 区 に お

け る 建 築 物 の

壁 面 の 位 置 に

関 す る 特 例 許

可申 請手 数 料  

法 第 ６ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 壁 面 の 位 置 に 関 す る 特 例 の 許

可の 申請 に 対す る審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３７  景 観 地 区 に お

け る 建 築 物 の

敷 地 面 積 の 最

低 限 度 に 関 す

る 特 例 許 可 申

請手 数料  

法 第 ６ ８ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 に 関 す る

特例 の許 可 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

３８  景 観 地 区 に お 法 第 ６ ８ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 １ 件 に ３ ２ ， ０ ０



け る 建 築 物 の

各 部 分 の 高 さ

に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に

係 る 認 定 申 請

手数 料  

の 各 部 分 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外に 係る 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

つき  ０円

３９  再 開 発 等 促 進

区 等 に お け る

建 築 物 の 容 積

率、建 築 物の 建

蔽 率 又 は 建 築

物 の 高 さ に 関

す る 制 限 の 適

用 除 外 に 係 る

認 定 申 請 手 数

料  

法 第 ６ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 建

築物 の容 積 率、同 条 第 ２項 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 建 蔽 率 又 は 同 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ る 建 築 物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適

用除 外に 係 る認 定の 申 請 に 対 す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

４０  再 開 発 等 促 進

区 等 に お け る

建 築 物 の 各 部

分 の 高 さ に 関

す る 制 限 の 適

用 除 外 に 係 る

許 可 申 請 手 数

料  

法 第 ６ ８ 条 の ３ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 各 部 分 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適

用除 外に 係 る許 可申 請 手 数 料  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

４１  開 発 整 備 促 進

区 に お け る 建

築 物 の 用 途 に

関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係

法 第 ６ ８ 条 の ３ 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 用 途 に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に

係る 認定 の 申請 に対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円



る 認 定 申 請 手

数料  

４２  地 区 計 画 等 の

区 域 に お け る

公 共 施 設 の 整

備 の 状 況 に 応

じ た 建 築 物 の

容 積 率 に 関 す

る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 認

定申 請手 数 料  

法 第 ６ ８ 条 の ４ の 規 定 に よ る 建 築 物 の

容 積 率 に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る

認定 の申 請 に対 する 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

４３  区 域 を 区 分 し

て 建 築 物 の 容

積 を 適 正 に 配

分 す る 特 定 建

築 物 地 区 整 備

計 画 等 の 区 域

内 に お け る 建

築 物 の 容 積 率

の 特 例 に 係 る

認 定 申 請 手 数

料  

法 第 ６ ８ 条 の ５ の ２ の 規 定 に よ る 建 築

物 の 容 積 率 の 特 例 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

４４  高 度 利 用 と 都

市 機 能 の 更 新

と を 図 る 地 区

計 画 等 の 区 域

内 に お け る 建

築 物 の 各 部 分

の 高 さ に 関 す

法 第 ６ ８ 条 の ５ の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 建 築 物 の 各 部 分 の 高 さ に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対 す る

審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円



る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 許

可申 請手 数 料  

４５  区 域 の 特 性 に

応じ た高 さ、配

列 及 び 形 態 を

備 え た 建 築 物

の 整 備 を 誘 導

す る 地 区 計 画

等 の 区 域 内 に

お け る 建 築 物

の 容 積 率 又 は

各 部 分 の 高 さ

の 特 例 認 定 申

請手 数料  

法 第 ６ ８ 条 の ５ の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項

の規 定に よ る区 域の 特 性 に 応 じ た高 さ 、

配 列 及 び 形 態 を 備 え た 建 築 物 の 整 備 を

誘 導 す る 地 区 計 画 等 の 区 域 に お け る 建

築 物 の 容 積 率 又 は 各 部 分 の 高 さ の 特 例

の認 定の 申 請に 対す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

４６  地 区 計 画 等 の

区 域 内 に お け

る 建 築 物 の 建

蔽 率 の 特 例 認

定申 請手 数 料  

法 第 ６ ８ 条 の ５ の ６ の 規 定 に よ る 建 築

物 の 建 蔽 率 の 特 例 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

４７  予 定 道 路 に 係

る 建 築 物 の 容

積 率 の 特 例 許

可申 請手 数 料  

法 第 ６ ８ 条 の ７ 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 容 積 率 に 関 す る 特 例 の 許 可 の 申

請に 対す る 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

４８  仮 設 興 行 場 等

建 築 許 可 申 請

手数 料  

法 第 ８ ５ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 仮 設 興

行 場 等 の 建 築 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円

４９  １ 年 を 超 え て

使 用 す る 特 別

法 第 ８ ５ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 仮 設 興

行 場 等 の 建 築 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円



の 必 要 が あ る

仮 設 興 行 場 等

建 築 許 可 申 請

手数 料  

査  

５０  一 団 地 内 の １

又 は ２ 以 上 の

建 築 物 に 関 す

る 特 例 認 定 申

請手 数料  

法 第 ８ ６ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 一 団

地 内 の １ 又 は ２ 以

上 の 建 築 物 に 関 す

る 特 例 の 認 定 の 申

請に 対す る 審査  

建 築 物 の 数 が ２ 以

下で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

９４ ， ０ ０

０円

建 築 物 の 数 が ３ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

９ ４ ， ０ ０

０ 円 に ２ を

超 え る 建 築

物 の 数 に ３

４ ， ０ ０ ０

円 を 乗 じ て

得 た 額 を 加

算し た 額  

５１  既 存 建 築 物 を

前 提 と し て 総

合 的 見 地 か ら

し た 設 計 に よ

る 建 築 物 の 特

例 認 定 申 請 手

数料  

法 第 ８ ６ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ る 一 定

の 一 団 の 土 地 の 区

域 内 の 既 存 建 築 物

を 前 提 と し て 総 合

的 見 地 か ら し た 設

計 に よ る 建 築 物 に

関 す る 特 例 の 認 定

の 申 請 に 対 す る 審

査  

建築 物（ 建築 等 に 係

る建 築物 に 限 る 。以

下 こ の 項 に お い て

同じ 。）の数 が １ で

ある 場合  

１ 件 に

つき  

９４ ， ０ ０

０円

建 築 物 の 数 が ２ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

９ ４ ， ０ ０

０ 円 に １ を

超 え る 建 築

物 の 数 に ３

４ ， ０ ０ ０

円 を 乗 じ て

得 た 額 を 加

算し た 額  

５２  一 団 地 内 の １

又 は ２ 以 上 の

法 第 ８ ６ 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ る 広 い

建 築 物 の 数 が ２ 以

下で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

２５ ２ ， ０

００ 円



建 築 物 に 関 す

る 特 例 許 可 申

請手 数料  

空 地 を 有 す る 一 団

地 内 の １ 又 は ２ 以

上 の 建 築 物 に 関 す

る 特 例 の 許 可 の 申

請に 対す る 審査  

建 築 物 の 数 が ３ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

２ ５ ２ ， ０

０ ０ 円 に ２

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

３ ４ ， ０ ０

０ 円 を 乗 じ

て 得 た 額 を

加算 し た 額  

５３  既 存 建 築 物 を

前 提 と し て 総

合 的 見 地 か ら

し た 設 計 に よ

る 建 築 物 の 特

例 許 可 申 請 手

数料  

法 第 ８ ６ 条 第 ４ 項

の 規 定 に よ る 広 い

空 地 を 有 す る 一 定

の 一 団 の 土 地 の 区

域 内 の 既 存 建 築 物

を 前 提 と し て 総 合

的 見 地 か ら し た 設

計 に よ る 建 築 物 に

関 す る 特 例 の 許 可

の 申 請 に 対 す る 審

査  

建築 物（ 建築 等 に 係

る建 築物 に 限 る 。以

下 こ の 項 に お い て

同じ 。）の数 が １ で

ある 場合  

１ 件 に

つき  

２５ ２ ， ０

００ 円

建 築 物 の 数 が ２ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

２ ５ ２ ， ０

０ ０ 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

３ ４ ， ０ ０

０ 円 を 乗 じ

て 得 た 額 を

加算 し た 額  

５４  公 告 認 定 対 象

区 域 内 に お け

る 建 築 物 の 新

築 又 は 増 築 等

認 定 申 請 手 数

料  

法 第 ８ ６ 条 の ２ 第

１ 項 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 新 築 又 は

増 築 等 の 認 定 の 申

請に 対す る 審査  

建築 物（ 新築 又 は 増

築 等 に 係 る 建 築 物

に限 る。以下 こ の 項

にお いて 同 じ 。）の

数が １で あ る 場 合  

１ 件 に

つき  

９４ ， ０ ０

０円

建 築 物 の 数 が ２ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

９ ４ ， ０ ０

０ 円 に １ を

超 え る 建 築



物 の 数 に ３

４ ， ０ ０ ０

円 を 乗 じ て

得 た 額 を 加

算し た 額  

５５  公 告 認 定 対 象

区 域 内 に お け

る 建 築 物 の 各

部 分 の 高 さ 又

は 容 積 率 の 特

例 許 可 申 請 手

数料  

法 第 ８ ６ 条 の ２ 第

２ 項 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 各 部 分 の

高 さ 又 は 容 積 率 に

関 す る 特 例 の 許 可

の 申 請 に 対 す る 審

査  

建築 物（ 新築 又 は 増

築 等 に 係 る 建 築 物

に限 る。以下 こ の 項

にお いて 同 じ 。）の

数が １で あ る 場 合  

１ 件 に

つき  

２５ ２ ， ０

００ 円

建 築 物 の 数 が ２ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

２ ５ ２ ， ０

０ ０ 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

３ ４ ， ０ ０

０ 円 を 乗 じ

て 得 た 額 を

加算 し た 額  

５６  公 告 許 可 対 象

区 域 内 に お け

る 建 築 物 の 新

築 又 は 増 築 等

許 可 申 請 手 数

料  

法 第 ８ ６ 条 の ２ 第

３ 項 の 規 定 に よ る

建 築 物 の 新 築 又 は

増 築 等 の 許 可 の 申

請に 対す る 審査  

建築 物（ 新築 又 は 増

築 等 に 係 る 建 築 物

に限 る。以下 こ の 項

にお いて 同 じ 。）の

数が １で あ る 場 合  

１ 件 に

つき  

２５ ２ ， ０

００ 円

建 築 物 の 数 が ２ 以

上で ある 場 合  

１ 件 に

つき  

２ ５ ２ ， ０

０ ０ 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

３ ４ ， ０ ０

０ 円 を 乗 じ



て 得 た 額 を

加算 し た 額  

５７  １ の 敷 地 と み

な す こ と 等 の

認 定 又 は 許 可

の 取 消 し 申 請

手数 料  

法 第 ８ ６ 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る １

の 敷 地 と み な す こ と 等 の 認 定 又 は 許 可

の取 消し の 申請 に対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

８ ， ０ ０ ０

円 に 現 に 存

す る 建 築 物

の 数 に １

４ ， ０ ０ ０

円 を 乗 じ て

得 た 額 を 加

算し た 額  

５８  一 団 地 の 住 宅

施 設 に 関 す る

都 市 計 画 に 基

づ く 建 築 物 の

容 積 率 等 に 関

す る 制 限 の 適

用 除 外 に 係 る

認 定 申 請 手 数

料  

法 第 ８ ６ 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

団 地 の 住 宅 施 設 に 関 す る 都 市 計 画 に 基

づ く 建 築 物 の 容 積 率 等 に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す る 審

査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

５９  敷 地 と 道 路 と

の 関 係 の 建 築

物 に 対 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 関 す る 大 規

模 の 修 繕 又 は

大 規 模 の 模 様

替 に 係 る 認 定

申請 手数 料  

政 令 第 １ ３ ７ 条 の １ ２ 第 １ １ 項 の 規 定

に よ る 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 適 用 除 外

に 関 す る 大 規 模 の 修 繕 又 は 大 規 模 の 模

様替 に係 る 認定 の申 請 に 対 す る 審査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

６０  道 路 内 に お け 政 令 第 １ ３ ７ 条 の １ ２ 第 １ ２ 項 の 規 定 １ 件 に ３ ２ ， ０ ０



る 建 築 物 に 対

す る 制 限 の 適

用 除 外 に 関 す

る 大 規 模 の 修

繕 又 は 大 規 模

の 模 様 替 に 係

る 認 定 申 請 手

数料  

に よ る 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 適 用 除 外

に 関 す る 大 規 模 の 修 繕 又 は 大 規 模 の 模

様替 に係 る 認定 の申 請 に 対 す る 審査  

つき  ０円

６１  建 築 物 に 対 す

る 制 限 の 適 用

除 外 に 関 す る

移 転 に 係 る 認

定申 請手 数 料  

政 令 第 １ ３ ７ 条 の １ ６ 第 ２ 号 の 規 定 に

よ る 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 適 用 除 外 に

関 す る 移 転 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す る

審査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

６２  既 存 の １ の 建

築 物 に つ い て

２ 以 上 の 工 事

に 分 け て 増 築

等 を 含 む 工 事

を 行 う 場 合 の

全 体 計 画 認 定

申請 手数 料  

法 第 ８ ６ 条 の ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 既

存 の １ の 建 築 物 に つ い て ２ 以 上 の 工 事

に 分 け て 増 築 等 を 含 む 工 事 を 行 う 場 合

の全 体計 画 の認 定の 申 請 に 対 す る審 査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円

６３  既 存 の １ の 建

築 物 に つ い て

２ 以 上 の 工 事

に 分 け て 工 事

を 行 う 場 合 の

全 体 計 画 変 更

認 定 申 請 手 数

料  

法第 ８６ 条 の８ 第３ 項（法 第 ８ ７ 条 の ２

第２ 項に お いて 準 用 す る 場 合 を 含む 。 ）

の 規 定 に よ る 既 存 の １ の 建 築 物 に つ い

て ２ 以 上 の 工 事 に 分 け て 工 事 を 行 う 場

合 の 全 体 計 画 の 変 更 の 認 定 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円



６４  既 存 の １ の 建

築 物 に つ い て

２ 以 上 の 工 事

に 分 け て 用 途

の 変 更 に 伴 う

工 事 を 行 う 場

合 の 全 体 計 画

認 定 申 請 手 数

料  

法 第 ８ ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 既

存 の １ の 建 築 物 に つ い て ２ 以 上 の 工 事

に 分 け て 用 途 の 変 更 に 伴 う 工 事 を 行 う

場 合 の 全 体 計 画 の 認 定 の 申 請 に 対 す る

審査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円

６５  建 築 物 の 用 途

を 変 更 し て 一

時 的 に 興 行 場

等 と し て 使 用

す る 場 合 の 許

可申 請手 数 料  

法 第 ８ ７ 条 の ３ 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 用 途 を 変 更 し て 一 時 的 に 興 行 場

等 と し て 使 用 す る 場 合 の 許 可 の 申 請 に

対す る審 査  

１ 件 に

つき  

１４ ４ ， ０

００ 円

６６  建 築 物 の 用 途

を 変 更 し て 一

時 的 に 特 別 興

行 場 等 と し て

使 用 す る 場 合

の 許 可 申 請 手

数料  

法 第 ８ ７ 条 の ３ 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 建

築 物 の 用 途 を 変 更 し て 一 時 的 に 特 別 興

行 場 等 と し て 使 用 す る 場 合 の 許 可 の 申

請に 対す る 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

６７  大 規 模 な 建 築

物 の 敷 地 と 道

路 と の 関 係 に

関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係

る 認 定 申 請 手

数料  

建築 基準 法 施行 条例（ 昭和 ３ ６ 年 千 葉 県

条例 第３ ９ 号。以 下「 施 行 条 例 」と いう 。）

第 ５ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 大 規 模 な

建 築 物 の 敷 地 と 道 路 と の 関 係 に 関 す る

制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円



６８  特 殊 建 築 物 の

路 地 状 の 部 分

の 敷 地 と 道 路

と の 関 係 に 関

す る 制 限 の 適

用 除 外 に 係 る

認 定 申 請 手 数

料  

施 行 条 例 第 ７ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る

特 殊 建 築 物 の 路 地 状 の 部 分 の 敷 地 と 道

路 と の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に

係る 認定 の 申請 に対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

６９  学 校 等 の 用 途

に 供 す る 建 築

物 の 敷 地 と 道

路 と の 関 係 に

関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係

る 認 定 申 請 手

数料  

施 行 条 例 第 ８ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る

学 校 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 敷 地 と

道 路 と の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外

に係 る認 定 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７０  ４ 階 以 上 の 階

に 設 け る 教 室

等 に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 係 る 認 定 申

請手 数料  

施 行 条 例 第 １ ２ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ

る ４ 階 以 上 の 階 に 設 け る 教 室 等 に 関 す

る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７１  興 行 場 等 の 用

途 に 供 す る 建

築 物 の 敷 地 と

道 路 と の 関 係

に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に

係 る 認 定 申 請

施 行 条 例 第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る

興 行 場 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 敷 地

と 道 路 と の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外に 係る 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円



手数 料  

７２  興 行 場 等 の 用

途 に 供 す る 建

築 物 に 関 す る

規 定 の 適 用 除

外 に 係 る 認 定

申請 手数 料  

施 行 条 例 第 ２ ２ 条 の ３ の 規 定 に よ る 興

行 場 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 に 関 す る

規 定 の 適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７３  物 品 販 売 業 を

営 む 店 舗 等 の

用 途 に 供 す る

建 築 物 の 敷 地

と 道 路 と の 関

係 に 関 す る 適

用 除 外 に 係 る

認 定 申 請 手 数

料  

施 行 条 例 第 ２ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る

物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 等 の 用 途 に 供 す

る 建 築 物 の 敷 地 と 道 路 と の 関 係 に 関 す

る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対す る審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７４  共 同 住 宅 等 の

用 途 に 供 す る

建 築 物 の 周 囲

の 空 地 に 関 す

る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 認

定申 請手 数 料  

施 行 条 例 第 ３ ９ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定

に よ る 共 同 住 宅 等 の 用 途 に 供 す る 建 築

物 の 周 囲 の 空 地 に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外に 係る 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７５  共 同 住 宅 等 の

主 要 出 入 口 と

道 と の 関 係 に

関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係

る 認 定 申 請 手

施 行 条 例 第 ４ ０ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定

に よ る 共 同 住 宅 等 の 主 要 出 入 口 と 道 と

の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る

認定 の申 請 に対 する 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円



数料  

７６  木 造 長 屋 の 階

数 に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 係 る 認 定 申

請手 数料  

施 行 条 例 第 ４ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る

木 造 長 屋 の 階 数 に 関 す る 特 例 の 条 件 の

適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す る 審

査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７７  車 庫 等 の 用 途

に 供 す る 建 築

物 の 敷 地 の 自

動 車 の 出 入 口

の 位 置 に 関 す

る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 認

定申 請手 数 料  

施 行 条 例 第 ４ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る

車 庫 等 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 敷 地 の

自 動 車 の 出 入 口 の 位 置 に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す る 審

査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７８  既 存 建 築 物 に

対 す る 制 限 の

緩 和 に 係 る 認

定申 請手 数 料  

施 行 条 例 第 ５ １ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る

既 存 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩 和 に 係 る

認定 の申 請 に対 する 審 査  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

７９  地 区 計 画 特 例

許 可 申 請 手 数

料  

習 志 野 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建

築物 の制 限 に関 する 条 例（ 平 成 ５ 年 条 例

第２ ２号 ）第 ５ 条 第 １ 項の 規 定 に よ る 建

築物（ 公益 上 必 要 な 建 築物 で 用 途 上 又 は

構 造 上 や む を 得 な い と 認 め て 許 可 し た

もの を除 く 。）の 用 途 に関 す る 特 例 の 許

可の 申請 に 対す る審 査  

１ 件 に

つき  

１４ ２ ， ０

００ 円

８０  長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 認

定申 請手 数 料  

長 期 優 良 住

宅 の 普 及 の

促 進 に 関 す

る 法 律 （ 平

申 請 に

係 る 長

期 優 良

住 宅 建

新

築  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

８， ０ ０ ０

円

共同 住 宅 等（ 共 同

住宅 、長 屋 そ の 他

１ 件 に

つき  

１５ ， ０ ０

０円



成 ２ ０ 年 法

律 第 ８ ７

号。以 下「 長

期 優 良 住 宅

普 及 促 進

法 」 と い

う 。 ） 第 ５

条 第 １ 項 か

ら 第 ５ 項 ま

で の 規 定 に

よ る 長 期 優

良 住 宅 建 築

等 計 画 の 認

定 の 申 請 に

対す る審 査  

築 等 計

画が 、住

宅 の 品

質 確 保

の 促 進

等 に 関

す る 法

律（平 成

１ １ 年

法 律 第

８１ 号。

以下「 品

確法 」と

いう 。）

第 ５ 条

第 １ 項

に 規 定

す る 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

（ 以 下

「 登 録

住 宅 性

能 評 価

機関 」と

いう 。）

に よ り

長 期 優

の 一 戸 建 の 住 宅

以 外 の 住 宅 を い

う。 以 下 同 じ 。 ）

であ っ て 、建 築 物

全 体 の 住 戸 の 数

が ５ 戸 以 下 の も

の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

以下 の も の  

１ 件 に

つき  

２６ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ 戸 を 超 え ２ ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

４１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

７１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１１ ６ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

１ 件 に

つき  

１９ ３ ， ０

００ 円



良 住 宅

普 及 促

進 法 第

６ 条 第

１ 項 第

１ 号 に

掲 げ る

基 準 に

適 合 し

て い る

と 認 め

ら れ た

も の で

あ る 場

合  

の 住 戸 の 数 が １

０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２４ １ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

１ 件 に

つき  

２６ ５ ， ０

００ 円

増

築

又

は

改

築  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

１２ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

２３ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

以下 の も の  

１ 件 に

つき  

３９ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

１ 件 に

つき  

６１ ， ０ ０

０円



０ 戸 を 超 え ２ ５

戸以 下 の も の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１０ ６ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１７ ４ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２９ ０ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

３６ ２ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

１ 件 に

つき  

３９ ７ ， ０

００ 円



上 記 以

外 の 場

合  

新

築  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

４１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１０ ０ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

以下 の も の  

１ 件 に

つき  

１６ ０ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ 戸 を 超 え ２ ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

３１ ７ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

５７ ７ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１ ，０ ０５ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

１ 件 に

つき  

１ ，８ ６１ ，

０ ０ ０円



０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２ ，６ ６６ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

１ 件 に

つき  

３ ，２ ６３ ，

０ ０ ０円

増

築

又

は

改

築  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

６１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１４ ９ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

以下 の も の  

１ 件 に

つき  

２４ １ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ 戸 を 超 え ２ ５

１ 件 に

つき  

４７ ５ ， ０

００ 円



戸以 下 の も の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

８６ ６ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

っ て 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１ ，５ ０８ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２ ，７ ９２ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

３ ，９ ９８ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

１ 件 に

つき  

４ ，８ ９５ ，

０ ０ ０円

（摘 要）  



長期 優良 住 宅 普 及促 進法 第 ６ 条 第２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、法

第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど

う か の 審 査 の 申 出 が あ っ た 場 合 の 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画

の認 定申 請 手数 料の 額 は 、この 項 に 定め る 額 に 、第 １項 で 定

める 手数 料 額を 加算 し た 額 と す る。  

８１  長 期 優 良 住 宅

維 持 保 全 計 画

認 定 申 請 手 数

料  

長 期 優 良 住

宅 普 及 促 進

法 第 ５ 条 第

６ 項 又 は 第

７ 項 の 規 定

に よ る 長 期

優 良 住 宅 建

築 等 計 画 の

認 定 の 申 請

に 対 す る 審

査  

申 請 に

係 る 長

期 優 良

住 宅 建

築 等 計

画が 、登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に よ り

長 期 優

良 住 宅

普 及 促

進 法 第

６ 条 第

１ 項 第

１ 号 に

掲 げ る

基 準 に

適 合 し

て い る

と 認 め

ら れ た

も の で

建

築

行

為

な

し  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

１２ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

２３ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

以下 の も の  

１ 件 に

つき  

３９ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ 戸 を 超 え ２ ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

６１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１０ ６ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

１ 件 に

つき  

１７ ４ ， ０

００ 円



あ る 場

合  

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２９ ０ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

３６ ２ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

１ 件 に

つき  

３９ ７ ， ０

００ 円

上 記 以

外 の 場

合  

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

６１ ， ０ ０

０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１４ ９ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

戸 を 超 え １ ０ 戸

１ 件 に

つき  

２４ １ ， ０

００ 円



以下 の も の  

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ 戸 を 超 え ２ ５

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

４７ ５ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

５ 戸 を 超 え ５ ０

戸以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

８６ ６ ， ０

００ 円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ５

０ 戸 を 超 え １ ０

０戸 以 下 の も の  

１ 件 に

つき  

１ ，５ ０８ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が １

０ ０ 戸 を 超 え ２

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

２ ，７ ９２ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ

って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ２

０ ０ 戸 を 超 え ３

０ ０ 戸 以 下 の も

の  

１ 件 に

つき  

３ ，９ ９８ ，

０ ０ ０円

共 同 住 宅 等 で あ １ 件 に ４ ，８ ９ ５ ，



って 、建 築 物 全 体

の 住 戸 の 数 が ３

０ ０ 戸 を 超 え る

もの  

つき  ００ ０円

（摘 要）  

共 同 住 宅 等 に 係 る 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 認 定 申 請 手

数料（ 長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進法 第 ５ 条 第６ 項 の 規定 に よる 認

定の 申請 に 係る もの に 限 る 。）の 額は 、こ の 項 に掲 げ る 区 分

に応 じ 、そ れ ぞ れ 同 項 金 額 の欄 に 定 め る額 を 認 定申 請 対象 住

戸の 数で 除 して 得た 額（ そ の額 に １ ０ ０ 円 未満 の 端 数 が あ る

とき は、 こ れを 切り 捨 て た 額 ） とす る 。  

８２  長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 変

更 認 定 申 請 手

数料  

長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法 第 ８ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画

の変 更の 認 定の 申請 に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

第 ８ ０ 項 に

掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 金 額

の 欄 に 定 め

る 額 に ２ 分

の １ を 乗 じ

て得 た 額  

（摘 要）  

第８ ０項 の 摘 要 の規 定は 、こ の 項 の 規 定 に よ る長 期 優 良 住

宅建 築等 計 画変 更認 定 申 請 手 数 料に つ い て 準 用 す る 。  

長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法 第 ９ 条 第 １ 項

又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 の 変 更 の 認 定 の 申 請 に 対 す

る審 査  

１ 件 に

つき  

１， ７ ０ ０

円

８３  長 期 優 良 住 宅

維 持 保 全 計 画

変 更 認 定 申 請

長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法 第 ８ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計

画の 変更 の 認定 の申 請 に 対 す る 審査  

１ 件 に

つき  

第 ８ １ 項 に

掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 そ



手数 料  れ ぞ れ 金 額

の 欄 に 定 め

る 額 に ２ 分

の １ を 乗 じ

て得 た 額  

（摘 要）  

第８ １項 の 摘 要 の規 定は 、こ の 項 の 規 定 に よ る長 期 優 良 住

宅維 持保 全 計画 変更 認 定 申 請 手 数料 に つ い て 準 用 す る 。  

８４  長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 の

認 定 に 基 づ く

地 位 の 承 継 の

承 認 申 請 手 数

料  

長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法 第 １ ０ 条 の 規

定 に よ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 認

定 に 基 づ く 地 位 の 承 継 の 承 認 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１， ７ ０ ０

円

８５  認 定 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計

画 に 基 づ く 建

築 に 係 る 住 宅

の 容 積 率 の 特

例 許 可 申 請 手

数料  

長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法 第 １ ８ 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 認 定 長 期 優 良 住 宅 建 築

等 計 画 に 基 づ く 建 築 に 係 る 住 宅 の 容 積

率 に 関 す る 特 例 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対

する 審査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

８６  低 炭 素 建 築 物

新 築 等 計 画 認

定申 請手 数 料  

都 市 の 低 炭

素 化 の 促 進

に 関 す る 法

律 （ 平 成 ２

４ 年 法 律 第

８ ４ 号 。 以

下 「 低 炭 素

化 促 進 法 」

申 請 に 係る

低 炭 素 建築

物 新 築 等計

画 が 、 登録

住 宅 性 能評

価 機 関 又は

建 築 物 省エ

ネ 法 第 １４

一戸 建 の 住 宅  １ 件 に

つき  

５， ０ ０ ０

円

共 同 住

宅等  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

１ 件 に

つき  

９， ０ ０ ０

円



と い う 。 ）

第 ５ ３ 条 の

規 定 に よ る

低 炭 素 建 築

物 新 築 等 計

画 の 認 定 の

申 請 に 対 す

る審 査  

条 第 １ 項に

規 定 す る登

録 建 築 物エ

ネ ル ギ ー消

費 性 能 判定

機 関 （ 以下

「 登 録 建築

物 エ ネ ルギ

ー 消 費 性能

判 定 機 関」

と い う 。）

に よ り 低炭

素 化 促 進法

第 ５ ４ 条第

１ 項 に 掲げ

る 基 準 に適

合 し て いる

と 認 め られ

た も の 又は

こ れ と 同等

の 省 エ ネル

ギ ー 性 能を

満 た す もの

と し て 、品

確 法 第 ６条

第 １ 項 に規

定 す る 設計

住 宅 性 能評

価 書 の 交付

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２０ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

４５ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

１ 件 に

つき  

８１ ， ０ ０

０円



を 受 け たも

の で あ る場

合  

ト ル 以

上 の も

の  

非 住 宅

建築 物  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

９， ０ ０ ０

円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

１ 件 に

つき  

２７ ， ０ ０

０円



方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

８１ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

１２ ７ ， ０

００ 円

床 面 積 １ 件 に １６ １ ， ０



の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

つき  ００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

２０ １ ， ０

００ 円

上 記 以 外の

場合  

一 戸

建 の

住宅  

誘

導

仕

様

基

準

（

建

築

物

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１８ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

１ 件 に

つき  

１９ ， ０ ０

０円



エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

省

令

（

平

成

２

８

年

経

済

産

業

省

・

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  



国

土

交

通

省

令

第

１

号

。

以

下

「

基

準

省

令

」

と

い

う

。）

第

１

０

条

第

２

号

イ



（

２

）

及

び

ロ

（

２

）

に

定

め

る

基

準

を

い

う

。

以

下

同

じ

。）

に

よ

る

場

合  

誘 床 面 積 １ 件 に ２ ５ ， ０ ０



導

仕

様

・

計

算

併

用

法

（

基

準

省

令

第

１

０

条

第

２

号

イ

（

１

）

及

び

ロ

（

２

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

つき  ０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

２８ ， ０ ０

０円



）

に

定

め

る

基

準

又

は

同

号

イ

（

２

）

及

び

ロ

（

１

）

に

定

め

る

基

準

に

よ

り



評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

以

下

同

じ

。）

に

よ

る

場

合  

上

記

以

外

の

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

３４ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

１ 件 に

つき  

３８ ， ０ ０

０円



が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

共 同

住 宅

等  

誘

導

仕

様

基

準

に

よ

る

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

３３ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

５７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

１ 件 に

つき  

１０ ３ ， ０

００ 円



上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

１５ ６ ， ０

００ 円

誘

導

仕

様

・

計

算

併

用

法

に

よ

る

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

５１ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

１ 件 に

つき  

８５ ， ０ ０

０円



メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１４ ９ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

２１ ７ ， ０

００ 円

上

記

以

外

の

場

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

１ 件 に

つき  

６９ ， ０ ０

０円



合  の も の  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１１ ５ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１９ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

１ 件 に

つき  

２８ ２ ， ０

００ 円



ト ル 以

上 の も

の  

非 住

宅 建

築物  

モ

デ

ル

建

築

物

基

準

A 

（

基

準

省

令

第

１

０

条

第

１

号

イ

（

２

）

及

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

８７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１１ １ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

１ 件 に

つき  

１４ ６ ， ０

００ 円



び

ロ

（

２

）

に

定

め

る

基

準

を

い

う

。

以

下

同

じ

。）

に

よ

る

場

合  

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

２３ ７ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

３０ ９ ， ０

００ 円

床 面 積 １ 件 に ３７ １ ， ０



の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

つき  ００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

４３ ６ ， ０

００ 円

上

記

以

外

の

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２２ ８ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

１ 件 に

つき  

２８ ６ ， ０

００ 円



０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

３６ ９ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

１ 件 に

つき  

５２ ６ ， ０

００ 円



ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

６４ ８ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

７６ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

１ 件 に

つき  

８７ ４ ， ０

００ 円



が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

（摘 要）  

１  複 合 建 築 物 に 係 る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手

数料 の額 は、当 該 複 合 建 築 物 を 住 宅 部分 と 非 住宅 部 分 と に

区分 し、住 宅 部 分 に つ い て は そ の 単 位住 戸 の 数が 一 で あ る

場合 にあ っ て は 一戸 建て の 住 宅 と、そ の 他 の 場合 に あ っ て

は共 同住 宅 等 と 、非 住 宅 部分 に つ い ては 非 住 宅建 築 物 と そ

れ ぞ れ み な し て 手 数 料 の 額 を 算 定 し た 場 合 の 当 該 手 数 料

の額 に相 当 す る 額の 合計 額 と す る。  

２  低 炭 素 化促 進 法 第 ５ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、法 第 ６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う

かの 審査 の 申 出 があ った 場 合 の 手数 料 の 額 は、この 項 に 定

める 額に 、 第 １ 項で 定め る 手 数 料額 を 加 算 し た 額 と す る。

８７  低 炭 素 建 築 物

新 築 等 計 画 変

更 認 定 申 請 手

数料  

低 炭 素 化 促 進 法 第 ５ ５ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 変 更

の認 定の 申 請に 対す る 審 査  

１ 件 に

つき  

前 項 に 掲 げ

る 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ

れ 金 額 の 欄

に 定 め る 額

に ２ 分 の １

を 乗 じ て 得

た額  

（摘 要）  

１  前 項 の 摘要 の 規 定 は 、こ の 項の 規 定に よ る 低炭 素 建 築 物

新築 等計 画 変 更 認定 申請 手 数 料 につ い て 準 用 す る 。  



２  低 炭 素 化促 進 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、法 第 ６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う

か の 審 査 の 申 出 が あ っ た 場 合 の 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画

変更 認定 申 請 手 数料 の額 は 、この 項 に 定 める 額 に 、第 １ 項

で定 める 手 数 料 額を 加算 し た 額 とす る 。  

８８  特 定 建 築 物 の

建 築 等 の 計 画

に 係 る 適 合 通

知申 請手 数 料  

高齢 者 、障 害 者 等 の移 動等 の 円 滑 化 の 促

進に 関す る 法律（ 平 成 １８ 年 法 律 第 ９ １

号 ）第 １７ 条 第 ４ 項 の 規定 に よ る 特 定 建

築 物 の 建 築 等 の 計 画 に 係 る 適 合 通 知 の

申 出 に 係 る 同 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 通

知に 対す る 審査  

第 １ 項 に 定 め る 手

数料 の 額 と する 。  

８９  優 良 住 宅 新 築

認 定 申 請 手 数

料  

租税 特別 措 置法（ 昭

和 ３ ２ 年 法 律 第 ２

６号 ）第 ２ ８条 の ４

第 ３ 項 第 ６ 号 若 し

くは 第７ 号 ロ、第 ６

３ 条 第 ３ 項 第 ６ 号

若 し く は 第 ７ 号 ロ

又 は 第 ３ １ 条 の ２

第 ２ 項 第 １ ５ 号 ニ

若 し く は 第 ６ ２ 条

の ３ 第 ４ 項 第 １ ５

号 ニ に 規 定 す る 住

宅 の 新 築 が 優 良 な

住 宅 の 供 給 に 寄 与

す る も の で あ る こ

と に つ い て の 認 定

の 申 請 に 対 す る 審

査  

床 面 積 の 合 計 が １

０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以下 のと き  

１ 件 に

つき  

６， ２ ０ ０

円

床 面 積 の 合 計 が １

０ ０ 平 方 メ ー ト ル

を 超 え ５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以 下 の と

き  

１ 件 に

つき  

８， ６ ０ ０

円

床 面 積 の 合 計 が ５

０ ０ 平 方 メ ー ト ル

を超 え２ ，０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 下 の

とき  

１ 件 に

つき  

１３ ， ０ ０

０円

床面 積の 合 計 が ２，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ルを 超え １ ０ ，００

０ 平 方 メ ー ト ル 以

下の とき  

１ 件 に

つき  

３５ ， ０ ０

０円



床 面 積 の 合 計 が １

０，００ ０平 方 メ ー

トル を超 え ５ ０ ，０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以下 のと き  

１ 件 に

つき  

４３ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合 計 が ５

０，００ ０平 方 メ ー

トル を超 え る と き  

１ 件 に

つき  

５８ ， ０ ０

０円

９０  マ ン シ ョ ン の

建 替 え 又 は 更

新 に よ る 容 積

率 又 は 各 部 分

高 さ の 特 例 許

可申 請手 数 料  

マ ン シ ョ ン の 再 生   等 の 円 滑 化 に 関 す

る法 律（ 平成 １４ 年 法 律 第７ ８ 号 ）第 １

６ ３ 条 の ５ ９ 第 １ 項 の 規 定 に よ る マ ン

シ ョ ン の 建 替 え 又 は 更 新 に よ る 容 積 率

又 は 各 部 分 の 高 さ の 特 例 に 係 る 許 可 の

申請 に対 す る審 査  

１ 件 に

つき  

１９ ２ ， ０

００ 円

９１  建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 申

請手 数料  

建 築 物 省 エ

ネ 法 第 １ １

条 第 １ 項 又

は 第 １ ２ 条

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 の 申 請 に

対す る審 査  

一 戸 建 ての

住宅  

仕 様 基

準（ 基 準

省 令 第

１ 条 第

１ 項 第

２ 号 イ

（２ ）及

び ロ

（２ ）に

定 め る

基 準 を

いう 。以

下 同

じ。）に

よ る 場

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

１８ ， ０ ０

０円



合  

仕様・計

算 併 用

基準（基

準 省 令

第 １ 条

第 １ 項

第 ２ 号

イ（ １ ）

及 び ロ

（２ ）に

定 め る

基 準 又

は 同 号

イ（ ２ ）

及 び ロ

（１ ）に

定 め る

基 準 に

よ り 評

価 す る

方 法 を

いう 。以

下 同

じ。）に

よ る 場

合  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２５ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

２８ ， ０ ０

０円

そ の 他

の場 合  

床 面 積

の 合 計

１ 件 に

つき  

３４ ， ０ ０

０円



が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

３８ ， ０ ０

０円

共同 住宅 等  仕 様 基

準 に よ

る場 合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

３２ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

１ 件 に

つき  

５７ ， ０ ０

０円



の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１０ ３ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

１５ ５ ， ０

００ 円

仕様・計

算 併 用

法 に よ

る場 合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

５１ ， ０ ０

０円

床 面 積 １ 件 に ８５ ， ０ ０



の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

つき  ０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１４ ９ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

１ 件 に

つき  

２１ ７ ， ０

００ 円



の  

そ の 他

の場 合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

６９ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１１ ５ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

１ 件 に

つき  

１９ ５ ， ０

００ 円



満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

２８ ０ ， ０

００ 円

非 住 宅 部分

が 工 場 等で

あ る 場 合

（ 以 下 「特

定 非 住 宅建

築 物 」 とい

う。 ）  

モ デ ル

建 築 物

基 準 B

（ 基 準

省 令 第

１ 条 第

１ 項 第

１ 号 ロ

に 定 め

る 基 準

をい う 。

以 下 同

じ。）に

よ る 場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１８ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２５ ， ０ ０

０円

床 面 積 １ 件 に ３６ ， ０ ０



の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

つき  ０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

８９ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

１ 件 に

つき  

１３ ５ ， ０

００ 円



上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１６ ８ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

２０ ７ ， ０

００ 円

上 記 以

外 の 場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

１ 件 に

つき  

２２ ， ０ ０

０円



０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２９ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

４１ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

１ 件 に

つき  

９５ ， ０ ０

０円



が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

１４ １ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

１ 件 に

つき  

１７ ５ ， ０

００ 円



５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

２１ ６ ， ０

００ 円

一 般 非 住宅

建 築 物 （一

戸 建 て の住

宅 、 共 同住

宅 等 及 び特

定 非 住 宅建

築 物 以 外の

建 築 物 をい

う 。 以 下同

じ。 ）  

モ デ ル

建 築 物

基 準 Bに

よ る 場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

８７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

１ 件 に

つき  

１０ ５ ， ０

００ 円



ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１３ ８ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

２２ ３ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

１ 件 に

つき  

２９ １ ， ０

００ 円



０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

３４ ９ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

４１ ０ ， ０

００ 円



上 記 以

外 の 場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２２ ７ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２７ ０ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

１ 件 に

つき  

３４ ７ ， ０

００ 円



の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

４９ ５ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

６１ ０ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

１ 件 に

つき  

７２ ０ ， ０

００ 円



平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

８２ ２ ， ０

００ 円

（摘 要）  

１  工 場 等 とは 、工 場 、倉庫 、危 険 物 の貯 蔵 若 しく は 処理 に

供す るも の 、 水 産物 の増 殖 場 若 しく は 養 殖 場 、 卸 売 市 場、

火葬 場又 は と 畜 場、汚 染 処 理 場 、ご み 焼 却 場 その 他 の 処 理

施設 の用 途 の み に供 する 建 築 物 をい う 。  

２  共 同 住 宅 等 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判

定手 数料 の 額 は 、建 築 物 の延 べ 面 積 から 共 用 部分 の 面 積 を

除い た面 積 を 審 査の 対象 と す る とき は 、建 築 物の 延 べ 面 積

か ら 共 用 部 分 の 面 積 を 除 い た 面 積 を 建 築 物 の 延 べ 面 積 と

みな して 算 定 し た手 数料 の 額 に 相当 す る 額 と す る 。  

３  複 合 建 築 物 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判

定手 数料 の 額 は 、当 該 複 合建 築 物 を 住宅 部 分 と非 住 宅 部 分

とに 区分 し、住 宅 部 分 に つ い て は そ の単 位 住 戸の 数 が 一 で



ある 場合 に あ っ ては 一戸 建 て の 住宅 と 、そ の 他の 場 合 に あ

って は共 同 住 宅 等と 、非住 宅 部 分 に つ い て は その 用 途 が 工

場 等 の み に 供 す る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 特 定 非 住 宅

建築 物と、そ の 他 の 場 合 に あ っ て は 一般 非 住 宅建 築 物 と そ

れ ぞ れ み な し て 手 数 料 の 額 を 算 定 し た 場 合 の 当 該 手 数 料

の額 に相 当 す る 額の 合計 額 と す る。  

９２  建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 変

更申 請手 数 料  

建 築 物 省 エ ネ 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 又 は 第

１ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 の 変 更 に 関 す

る 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 申 請 に 対 す る

審査  

１ 件 に

つき  

建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性

判 定 申 請 手

数 料 に ２ 分

の １ を 乗 じ

て得 た 額  

（摘 要）  

１  前 項 の 摘要 の 規 定 は 、こ の 項の 規 定に よ る 建築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 変 更 申 請 手 数 料 に つ い て 準 用 す

る。  

２  建 築 物 省 エ ネ 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 又 は 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に 該 当 し て

いる こと を 証 す る書 面の 交 付 に 関す る 手 数 料 は 、こ の 項 に

定め る額 と 同 額 とす る。  

９３  建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

向 上 計 画 認 定

申請 手数 料  

建 築 物 省 エ

ネ 法 第 ２ ９

条 第 １ 項 の

規 定 に よ る

建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 向 上 計

画 の 認 定 の

申 請 に 係る

建 築 物 エネ

ル ギ ー 消費

性 能 向 上計

画 が 、 登録

建 築 物 エネ

ル ギ ー 消費

性 能 判 定機

一戸 建 て の 住 宅  １ 件 に

つき  

５， ０ ０ ０

円

共 同

住 宅

等  

床 面 積 の 合

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の  

１ 件 に

つき  

９， ０ ０ ０

円

床 面 積 の 合 １ 件 に ２ ０ ， ０ ０



申 請 に 対 す

る審 査  

関 又 は 登録

住 宅 性 能評

価 機 関 によ

り 、 建 築物

省 エ ネ 法第

３ ０ 条 第１

項 各 号 に掲

げ る 基 準に

適 合 し てい

る と 認 めら

れ た も のそ

の 他 こ れに

類 す る もの

と し て 規則

で 定 め るも

の で あ る場

合  

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 未

満 の もの  

つき  ０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の  

１ 件 に

つき  

４５ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ５ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

８１ ， ０ ０

０円

非 住

宅 建

築物  

床 面 積 の 合

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の  

１ 件 に

つき  

９， ０ ０ ０

円

床 面 積 の 合

計 が ３ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 上 １ ，

０ ０ ０ 平 方

１ 件 に

つき  

１７ ， ０ ０

０円



メ ー ト ル 未

満 の もの  

床 面 積 の 合

計 が １ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上

２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の  

１ 件 に

つき  

２７ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ２ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の  

１ 件 に

つき  

８１ ， ０ ０

０円

床 面 積 の 合

計 が ５ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上

１ ０ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

１２ ７ ， ０

００ 円

床 面 積 の 合

計 が １ ０ ，

０ ０ ０ 平 方

１ 件 に

つき  

１６ １ ， ０

００ 円



メ ー ト ル 以

上 ２ ５ ， ０

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 未 満

の も の  

床 面 積 の 合

計 が ２ ５ ，

０ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル 以

上 の もの  

１ 件 に

つき  

２０ １ ， ０

００ 円

上 記 以 外の

場合  

一 戸

建 て

の 住

宅  

誘

導

仕

様

基

準

に

よ

る

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１８ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

１９ ， ０ ０

０円

誘

導

仕

様

・

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

１ 件 に

つき  

２５ ， ０ ０

０円



計

算

併

用

法

に

よ

る

場

合  

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

２８ ， ０ ０

０円

上

記

以

外

の

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

３４ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

の も の  

１ 件 に

つき  

３８ ， ０ ０

０円

共 同

住 宅

等  

誘

導

仕

様

基

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

１ 件 に

つき  

３３ ， ０ ０

０円



準

に

よ

る

場

合  

ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

５７ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１０ ３ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

１ 件 に

つき  

１５ ６ ， ０

００ 円



方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

誘

導

仕

様

・

計

算

併

用

法

に

よ

る

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

５１ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

８５ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

１ 件 に

つき  

１４ ９ ， ０

００ 円



０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

２１ ７ ， ０

００ 円

上

記

以

外

の

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

６９ ， ０ ０

０円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

２ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

１ 件 に

つき  

１１ ５ ， ０

００ 円



ル 未 満

の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１９ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 の も

の  

１ 件 に

つき  

２８ ２ ， ０

００ 円

非 住

宅 建

築物  

モ

デ

ル

建

築

物

基

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

８７ ， ０ ０

０円



準

A

に

よ

る

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

１１ １ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

１４ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

１ 件 に

つき  

２３ ７ ， ０

００ 円



上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

１ 件 に

つき  

３０ ９ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

１ 件 に

つき  

３７ １ ， ０

００ 円



の も の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

４３ ６ ， ０

００ 円

上

記

以

外

の

場

合  

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２２ ８ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ３ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 上

１ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

２８ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

１ 件 に

つき  

３６ ９ ， ０

００ 円



が １ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

床 面 積

の 合 計

が ２ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 未

満 の も

の  

１ 件 に

つき  

５２ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ５ ，０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

上 １ ０ ，

１ 件 に

つき  

６４ ８ ， ０

００ 円



０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

も の  

床 面 積

の 合 計

が １ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 ２

５ ，０ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 未 満

の も の  

１ 件 に

つき  

７６ ６ ， ０

００ 円

床 面 積

の 合 計

が ２ ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

も の  

１ 件 に

つき  

８７ ４ ， ０

００ 円

（摘 要）  

１  共 同 住 宅等 に お い て 、共 用 部分 の 床面 積 を 除い て 認 定 を

受け よう と す る 場合 の手 数 料 の 額は、床 面 積 の合 計 か ら 共

用 部 分 の 床 面 積 を 除 い た 床 面 積 を 当 該 認 定 に 係 る 床 面 積



の 合 計 と み な し て 算 定 し た と き の 手 数 料 の 額 に 相 当 す る

額と する 。  

２  複 合 建 築 物 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画

認定 申請 手 数 料 の額 は、当 該 複 合 建 築 物 を 住 宅部 分 と 非 住

宅部 分と に 区 分 し、住 宅 部 分 に つ い ては そ の 単位 住 戸 の 数

が一 であ る 場 合 にあ って は 一 戸 建て の 住 宅 と、その 他 の 場

合に あっ て は 共 同住 宅等 と 、非 住 宅 部 分 に つ いて は 非 住 宅

建 築 物 と そ れ ぞ れ み な し て 手 数 料 の 額 を 算 定 し た 場 合 の

当該 手数 料 の 額 に相 当す る 額 の 合計 額 と す る 。  

３  申 請 建 築物（ 建 築 物 省 エネ 法 第 ２ ９条 第 ３ 項の 申 請建 築

物を いう 。以 下 同 じ 。）及び 他 の 建 築 物（ 同 項の 他 の 建 築

物を いう 。以 下 同じ 。）の 建 築 物 エ ネ ル ギー 消 費 性 能 向 上

計画 認定 申 請 手 数料 の額 は 、建 築 物 ご と に そ れぞ れ こ の 項

に定 める 額 の 合 計額 とす る 。  

４  建 築 物 省エ ネ 法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、法 第 ６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う

か の 審 査 の 申 出 が あ っ た 場 合 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能向 上計 画 認 定 申請 手数 料 の 額 は、 こ の 項 に 定 め る 額 に、

第１ 項で 定 め る 手数 料額 を 加 算 した 額 と す る 。  

９４  建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

向 上 計 画 変 更

認 定 申 請 手 数

料  

建 築 物 省 エ ネ 法 第 ３ １ 条 の 規 定 に よ る

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 の

変更 の認 定 の申 請に 対 す る 審 査  

１ 件 に

つき  

建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 向 上 計

画 認 定 申 請

手 数 料 に ２

分 の １ を 乗

じて 得 た 額  

（摘 要）  

１  前 項 の 摘要 の 規 定 は 、こ の 項の 規 定に よ る 建築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料 に つ い て 準 用



する 。  

２  申 請 建 築 物 及 び 他 の 建 築 物 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能向 上計 画 変 更 認定 申請 手 数 料 の額 は 、建築 物（ 建 築 物 エ

ネル ギー 消 費 性 能向 上計 画 の 変 更に 係 る 建 築 物 に 限 る 。）

ご と に そ れ ぞ れ 前 項 若 し く は こ の 項 に 定 め る 額 又 は そ れ

らの 額の 合 計 額 とす る。  

３  建 築 物 省 エ ネ 法 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ

る建 築物 省 エ ネ 法第 ３０ 条 第 ２ 項の 規 定 に 基 づ き 、法 第 ６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う

か の 審 査 の 申 出 が あ っ た 場 合 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能向 上計 画 変 更 認定 申請 手 数 料 の額 は 、こ の 項に 定 め る 額

に、 第１ 項 で 定 める 手数 料 額 を 加算 し た 額 と す る 。  

９５  法 の 規 定 に よ る 道 路 の 位 置 の 指 定 等 に 係 る 図 面 の 写 し

の交 付に 関 する 手数 料  

１ 件 に

つき  

４ ０ ０円

９６  法 第 ９ ３ 条 の ２ に 規 定 す る 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 書 類

の写 しの 交 付に 関す る手 数 料  

１ 件 に

つき  

４ ０ ０円

９７  建築 台帳 記 載事 項証 明書 の 交 付 に関 す る 手 数 料  １ 件 に

つき  

４ ０ ０円

 


